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午前１０時０１分 開 会

○議長（三浦利通君） 皆さん、おはようございます。これより、平成２７年３月定例

会を開会いたします。

諸般の報告は朗読を省略いたします。

○議長（三浦利通君） ただちに本日の会議を開きます。本日の議事は、議事日程第１

号をもって進めます。

日程第１ 会期の決定

○議長（三浦利通君） 日程第１、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から３月１８日までの２０日間といた

したいと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（三浦利通君） ご異議なしと認めます。よって、会期は２０日間と決定いたし

ました。

日程第２ 会議録署名議員の指名

○議長（三浦利通君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。

１６番小松穂積君、１７番土井文彦君を指名いたします。

日程第３ 議案第７５号の撤回

○議長（三浦利通君） 日程第３、議案第７５号の撤回の件を議題といたします。

平成２６年１２月定例会提出の、議案第７５号男鹿市敬老祝金等支給条例の一部を

改正する条例について、市長から撤回の請求がありました。

撤回理由の説明を求めます。渡部市長。

【市長 渡部幸男君 登壇】

○市長（渡部幸男君） おはようございます。

平成２６年１２月定例会に提出いたしました、議案第７５号男鹿市敬老祝金等支給

条例の一部を改正する条例について、教育厚生委員会におけるご意見等を踏まえ、支
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給対象年齢等を見直し、新たな条例を議案として提出するため、撤回させていただき

たいと存じます。

○議長（三浦利通君） お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第７５

号の撤回の件については、これを承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（三浦利通君） ご異議なしと認めます。よって、議案第７５号の撤回の件につ

いては、承認することに決しました。

日程第４ 議案第３号から第４１号までを一括上程

○議長（三浦利通君） 日程第４、議案第３号から第４１号までを一括して議題といた

します。

職員に議案を朗読させます。

【職員朗読】

議案第 ３号 平成２６年度男鹿市一般会計補正予算（第７号）について

議案第 ４号 平成２６年度男鹿市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につ

いて

議案第 ５号 平成２６年度男鹿市介護保険特別会計補正予算（第３号）について

議案第 ６号 平成２６年度男鹿市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）に

ついて

議案第 ７号 平成２６年度男鹿みなと市民病院事業会計補正予算（第２号）につ

いて

議案第 ８号 平成２６年度男鹿市下水道事業会計補正予算（第３号）について

議案第 ９号 男鹿市単独運行バス条例の一部を改正する条例について

議案第１０号 男鹿市若美文化交流館条例を廃止する条例について

議案第１１号 男鹿市行政手続条例の一部を改正する条例について

議案第１２号 男鹿市特別職の職員の給与に関する条例及び男鹿市教育長の給与等

に関する条例の一部を改正する条例について
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議案第１３号 男鹿市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いて

議案第１４号 男鹿市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料条例の

制定について

議案第１５号 男鹿市介護保険条例の一部を改正する条例について

議案第１６号 男鹿市指定地域密着型サービス事業に関する条例の一部を改正する

条例について

議案第１７号 男鹿市指定地域密着型介護予防サービス事業に関する条例の一部を

改正する条例について

議案第１８号 男鹿市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条

例について

議案第１９号 男鹿市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定につ

いて

議案第２０号 男鹿市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例の制定について

議案第２１号 男鹿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例について

議案第２２号 男鹿市男鹿北中学校屋外運動場照明施設使用条例を廃止する条例に

ついて

議案第２３号 男鹿市営住宅条例の一部を改正する条例について

議案第２４号 男鹿市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について

議案第２５号 新市建設計画の変更について

議案第２６号 男鹿市過疎地域自立促進計画の変更について

議案第２７号 若美歴史学習交流館の指定管理者の指定について

議案第２８号 男鹿市勤労青少年ホームの指定管理者の指定について

議案第２９号 市道の廃止について

議案第３０号 市道の認定について

議案第３１号 平成２７年度男鹿市一般会計予算について

議案第３２号 平成２７年度男鹿市国民健康保険特別会計予算について

議案第３３号 平成２７年度男鹿市診療所特別会計予算について
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議案第３４号 平成２７年度男鹿市介護保険特別会計予算について

議案第３５号 平成２７年度男鹿市後期高齢者医療特別会計予算について

議案第３６号 平成２７年度男鹿みなと市民病院事業会計予算について

議案第３７号 平成２７年度男鹿市上水道事業会計予算について

議案第３８号 平成２７年度男鹿市ガス事業会計予算について

議案第３９号 平成２７年度男鹿市下水道事業会計予算について

議案第４０号 平成２７年度男鹿市農業集落排水事業会計予算について

議案第４１号 平成２７年度男鹿市漁業集落排水事業会計予算について

○議長（三浦利通君） 提案理由の説明を求めます。渡部市長

【市長 渡部幸男君 登壇】

○市長（渡部幸男君） 本日、平成２７年３月定例会を招集し、新年度予算案を中心と

した諸議案のご審議をお願いするものでありますが、提出議案の説明に先立ちまし

て、市政運営に対する私の所信と主な施策・事業について申し述べたいと存じます。

地方自治の原点は、住民福祉の増進を図ることであります。

これまで、健全な自治体経営を図りながら、地場産業の振興、男鹿みなと市民病院

の経営健全化、子育て環境の充実、教育の振興などに取り組んでまいりました。

今後も、人口減少問題を最重要課題ととらえ、「教育・観光・環境が豊かな文化都

市」を目指してまいります。

それでは、平成２７年度における主な施策・事業につきまして、男鹿市総合計画・

後期基本計画のまちづくりの基本目標６項目に沿って申し上げます。

第１点は、「産業の振興」であります。

まず、「観光の振興」につきましては、教育旅行、スポーツ合宿、大会などの誘致

促進事業を進めるとともに、インバウンドの誘致にも取り組み、台湾などからの入り

込み客の増加を図ってまいります。

さらに、観光情報発信強化と観光プロモーションの展開による観光誘客宣伝などの

充実を図ってまいります。

また、「なまはげ館」は、伝承ホールの映像機器を更新し、インバウンド対応とし

て、新たに英語と中国語に対応した音声ガイドシステムを設置いたします。
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次に、「農業」につきましては、複合経営の拡大や多角化に取り組もうとする積極

的な経営体に対する支援を強化してまいります。

また、五里合地区の経営体育成基盤整備事業、丸森地区のため池等整備事業に支援

するとともに、農地中間管理事業により経営規模の拡大と農地の集約化、担い手の農

地集積を促進してまいります。

次に、「林業」につきましては、森林整備の促進と森林所有者の負担軽減を図るた

め、増川林道から林業専用道船川線を整備してまいります。

また、ナラ枯れ、松くい虫対策では、効率的な防除に努め、被害の拡大防止と景観

の保全を図ってまいります。

次に、「水産業」につきましては、新規事業として、市が管理する漁港施設の維持

管理、保全計画を策定することにより、施設の長寿命化と更新コストの平準化、縮減

を図る水産物供給基盤機能保全事業に着手しております。

また、資源の確保、つくり育てる漁業の推進を図るため、アワビ・クルマエビ・サ

ケなどの種苗放流、ハタハタのふ化放流を行ってまいります。

また、６次産業化の推進を図るため、急速冷凍機等の導入に対し支援してまいりま

す。

次に、「商工業の振興」につきましては、既存地元企業製品を市の事業で活用する

ことにより、需要の拡大を支援してまいります。

また、空き店舗の解消や商店街の賑わいづくりを推進する、空き店舗等利活用事業

に取り組んでまいります。

第２点は、「保健及び福祉の増進」であります。

まず、「高齢者福祉の充実」につきましては、現在策定中の男鹿市地域福祉計画と

第６期男鹿市老人福祉計画及び男鹿市介護保険事業計画に基づき、福祉の推進に努め

てまいります。

次に、「子育て環境の整備」についてであります。

まず、出会いサポートセンター事業を推進し、婚姻率の向上に努めてまいります。

また、保健師、助産師、臨床心理士の専門家による、妊娠・出産・子育ての相談窓

口を一本化した「おがっ子ネウボラ」を設置し、切れ目のない支援を行ってまいりま

す。
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また、子育て世帯に特化した融資制度の利用者に対して、利子の一部を支援し経済

的負担を軽減する「子育て支援応援プラン事業」を実施してまいります。

また、子育て世帯の育児・家事への負担を軽減するため、祖父母との近居または同

居に要する費用を支援する、「親元近居同居支援事業」を新設いたします。

また、学童保育施設整備事業として、船越児童クラブ本館を船越小学校校舎棟に移

転し、空いたスペースを保育園部分として活用することで、保育園の定員の増加を

図ってまいります。

第３点は、「都市及び生活の基盤整備」であります。

まず、「定住環境の整備」につきましては、姫ヶ沢・泉台団地に低所得者世帯及び

子育て世帯向けの公営住宅を建設してまいります。

また、公園長寿命化事業により、男鹿総合運動公園テニスコート及びスタンドの改

修を行い、利用者の利便性の向上を図ってまいります。

次に、「生活排水処理施設の整備」につきましては、公共下水道事業として、女川

地区、浦田地区、船川・緑ヶ丘地区、雨水排水事業として、船越第５排水区を整備し

てまいります。

次に、「道路・交通網の整備」につきましては、女川天台線、申川鵜木線、船越前

野杉山線の整備、船越脇本線舗装修繕、展望台線防護柵修繕を実施いたします。

第４点は、「安全・安心対策の推進」であります。

まず、「防災・消防体制の強化」につきましては、男鹿市消防団の装備の充実を図

るため、ヘルメット、ヘッドライト、雨衣、安全靴、携帯用無線機、発電機、投光

器、チェーンソーなどを配備してまいります。

また、公共施設再生可能エネルギー等導入事業では、市役所本庁舎に蓄電池式太陽

光発電設備とソーラーパネル付きＬＥＤ街灯を、避難誘導灯整備事業では、船川地

区、戸賀地区及び若美地区にソーラーパネル付きＬＥＤ街灯を設置いたします。

次に、「防犯体制の充実」につきましては、多様化する消費者相談に対応するため

の消費生活センターを設置しており、特殊詐欺などへの対応として、通話録音装置貸

与事業に取り組んでまいります。

第５点は、「人材の育成」であります。

まず、「教育環境の整備」につきましては、船川第一小学校校舎棟の大規模改修を
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行ってまいります。

また、小学生体力向上推進事業、学校支援員配置事業、学習教室事業などに取り

組んでまいります。

次に、「芸術・文化・伝統の保護・継承」につきましては、脇本城跡保存整備事業

として、敷地内の散策路や案内看板の整備を、年次計画により実施してまいります。

次に、「ジオパーク推進事業」につきましては、総合案内看板等整備事業、ジオ

パークガイドアプリ制作事業により、案内機能の強化を図ってまいります。

第６点は、「住民と行政がともに育む地域づくり」であります。

まち・ひと・しごと創生法に基づき、「男鹿市人口ビジョン」及び「男鹿市版総合

戦略」を策定してまいります。

また、次期「男鹿市総合計画」の、平成２８年度から１０年間の基本構想と、５年

間の前期基本計画を策定してまいります。

以上、新年度における施策・事業の一端を申し上げましたが、その推進にあたって

は、市民、議会と一体となり、効率的な行政運営に努めてまいります。議員各位の一

層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

次に、市政に係る諸般の報告を申し上げます。

まず、平成２７年市の記念日についてであります。

３月２１日に１０周年記念として、記念式典の中で功労者等の表彰を行うととも

に、市内小学校４年生による作文コンクール最優秀賞作品の朗読及び船越小学校と脇

本第一小学校の児童による合吟の記念発表、男鹿市ふるさと親善大使の中村和雄氏に

よる記念講演などを予定しております。

次に、寒風山の山焼きについてであります。

今回は、実施場所を大噴火口周辺の約５１ヘクタールとし、４月５日の実施に向

け、準備を進めております。

次に、全国椿サミット男鹿大会についてであります。

４月１１日、１２日の両日、全国椿サミット男鹿大会を開催いたします。ツバキ・

サザンカを市町村の花木に指定している自治体関係の方々や、日本ツバキ協会の会員

の方々との親睦を深めるとともに、本市をＰＲし、今後の観光誘客につなげてまいり

ます。
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次に、男鹿みなと市民病院の医師についてであります。

４月１日より、医師等修学資金貸与制度を利用していた医師１名を採用いたしま

す。これにより、常勤医師は１４名となります。

また、東京大学医学部附属病院とＪＲ東京総合病院の医師が、平成２７年度も当院

で臨床研修をいたします。

次に、市内の風力発電についてであります。

野石から五里合にかけて設置されました男鹿風力発電の風車は、１０基が１月５日

から、２基が２月１日から稼働を開始しております。

また、船越地区に計画されている風の王国・男鹿の風車４基は、６月から建設工事

が本格化いたします。風車本体やタワーの搬入は、船川港を活用するよう要請してお

ります。

次に、市内の太陽光発電についてであります。

ＪＸ日鉱日石エネルギーの太陽光発電所は、同社船川事業所の４．２ヘクタールの

敷地に、男鹿市最大の２千５００キロワットの発電規模で、１１月の稼働予定と伺っ

ております。

次に、第５２回なまはげ柴灯まつりについてであります。

ことしは、「里のなまはげ乱入」に成人式を迎えた若者や市内各地域からのご協力

を得て実施いたしております。ご協力を賜りました皆様に、厚くお礼を申し上げま

す。

次に、温泉施設についてであります。

今月８日、夕陽温泉ＷＡＯの揚湯ポンプが故障し、現在、沸かし湯での営業となっ

ており、復旧まで今しばらくお時間をいただきたいと存じます。

次に、農業の状況についてであります。

平成２７年産米の生産数量目標が昨年１２月２５日に県から示され、本市の生産数

量目標は１万３千９９６トンで、前年と比較し５４５トン減少しております。

転作目標配分率は、昨年の４１．９パーセントから４３．９パーセントになってお

ります。

ＪＡ秋田みなみとともに「経営所得安定対策に係る集落座談会」を開催し、国・県

の事業制度の周知と合わせ、米の生産数量調整へのご協力をお願いしているところで
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あります。

葉タバコの平成２６年産の販売額は、１億４千５８０万円で、天候不順と作付面積

が減少したため、前年と比較して１千８００万円の減となっております。

次に、漁業の状況についてであります。

秋田県漁業協同組合によりますと、本市における昨年１月から１２月までの漁獲量

は３千９４９トン、漁獲金額は１３億１千６２５万円で、前年と比較して、漁獲量で

６．８パーセントの減、漁獲金額では７．８パーセントの減となっております。

次に、雇用情勢についてであります。

１２月末現在の秋田県の有効求人倍率は、０．９７倍となっております。ハロー

ワーク男鹿管内の有効求人倍率は０．９１倍で、昨年同期と比較して０．２７ポイン

ト増加しております。

また、緊急雇用の起業支援型地域雇用創造事業では、本年１月１日付けで１社に２

人が正社員として雇用されております。

２月１６日現在、就業資格取得支援助成金制度を活用し３６人が資格を取得してお

ります。そのうち高校生７人の就職が内定し、一般では２人が就職しております。

次に、観光の状況についてであります。

昨年１月から１２月までの観光客の入り込み数は２８６万５５４人で、前年と比較

し１６．９パーセントの増、宿泊客数は１４万１千６６８人で、前年と比較し５．１

パーセントの減となっております。

また、昨年１２月及び本年１月における観光客の入り込み数は、１２月が４万３千

６７５人、１月が３万９千９２４人で、前年同期と比較して、１２月が１万４千９９

５人、１月が８千５９５人の減となっており、宿泊客数は、１２月が４千８８８人、

１月が３千４７０人で、前年同期と比較して、１２月が１千６２１人の減、１月が１

１人の増となっております。

以上で諸般の報告を終わり、次に、提案理由のご説明を申し上げます。

まず、議案第３号平成２６年度男鹿市一般会計補正予算（第７号）についてであり

ます。

本補正予算は、決算見込みによる調整を図るとともに、道路補修工事費、生活バス

路線維持費補助金、生活交通路線維持費補助金のほか、地域住民生活等緊急支援のた



- 22 -

めの交付金に係る事業費等を措置したもので、歳入歳出それぞれ５千５８０万円を減

額し、補正後の予算総額を１６８億３千４９０万円とするものであります。

次に、議案第４号平成２６年度男鹿市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）に

ついてであります。

本補正予算は、保険給付費、高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業の拠

出金の決算見込みによる調整並びに療養給付費負担金等返還金を措置したもので、歳

入歳出それぞれ１億４千４４０万２千円を追加し、補正後の予算総額を４７億４千５

３万５千円とするものであります。

次に、議案第５号平成２６年度男鹿市介護保険特別会計補正予算（第３号）につい

てであります。

本補正予算は、保険事業勘定において、歳入では国県支出金、繰入金等を措置し、

歳出では総務費、保険給付費、地域支援事業費等を措置したもので、歳入歳出それぞ

れ２億９千１６１万１千円を追加し、補正後の予算総額を４６億５千６１８万１千円

とするものであります。

また、介護サービス事業勘定において、歳入ではサービス収入等を措置し、歳出で

は諸支出金を措置したもので、歳入歳出それぞれ１８７万５千円を減額し、補正後の

予算総額を１千６９１万２千円とするものであります。

次に、議案第６号平成２６年度男鹿市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

についてであります。

本補正予算は、決算見込みによる調整を図ったもので、歳入歳出それぞれ３７６万

８千円を減額し、補正後の予算総額を３億５千９５万６千円とするものであります。

次に、議案第７号平成２６年度男鹿みなと市民病院事業会計補正予算（第２号）に

ついてであります。

本補正予算は、入院外来収益及び経常経費並びに資本関係費の見直しを図ったほ

か、職員の異動調整等による人件費を措置したもので、収益的収支の収入で５１１万

９千円の増額、支出で５千３１０万円の増額、資本的収支の収入で１千２４４万円の

減額、支出で１千４３６万円の減額を見込んだものであります。

次に、議案第８号平成２６年度男鹿市下水道事業会計補正予算（第３号）について

であります。
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本補正予算は、決算見込みによる調整を図ったもので、収益的収支の支出で１８７

万５千円の増額、資本的収支の収入で１億１千９２９万円の減額、支出で１億１千４

４１万２千円の減額を見込んだものであります。

次に、議案第９号男鹿市単独運行バス条例の一部を改正する条例についてでありま

す。

本議案は、市単独運行バス潟西北部線について、美野を起点とする系統を新設する

ことに伴い、本条例の一部を改正するものであります。

次に、議案第１０号男鹿市若美文化交流館条例を廃止する条例についてでありま

す。

本議案は、若美文化交流館を廃止するため、本条例を廃止するものであります。

次に、議案第１１号男鹿市行政手続条例の一部を改正する条例についてでありま

す。

本議案は、行政手続法の一部改正に伴い、行政指導の中止等の求め及び処分等の求

めに関する規定等を設けるほか、条文の整理を行うため、本条例の一部を改正するも

のであります。

次に、議案第１２号男鹿市特別職の職員の給与に関する条例及び男鹿市教育長の給

与等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。

本議案は、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの期間、市長、副市

長及び教育長の給料月額を引き下げるとともに、条文を整理するため、各条例の一部

を改正するものであります。

次に、議案第１３号男鹿市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

についてであります。

本議案は、秋田県人事委員会の給与等に関する勧告に準じ、勤務１時間当たりの給

与額の算出方法を改めるため、本条例の一部を改正するものであります。

次に、議案第１４号男鹿市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料条

例の制定についてであります。

本議案は、子ども・子育て支援法の施行に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の保育料を定めるため、本条例を制定するものであります。

次に、議案第１５号男鹿市介護保険条例の一部を改正する条例についてでありま
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す。

本議案は、介護保険法に基づく男鹿市介護保険事業計画の見直しに伴い、平成２７

年度から平成２９年度までの介護保険料率等を定めるため、本条例の一部を改正する

ものであります。

次に、議案第１６号男鹿市指定地域密着型サービス事業に関する条例の一部を改正

する条例についてであります。

本議案は、指定地域密着型サービス事業に関する省令の一部改正に伴い、本事業の

人員、設備及び運営等に関する基準を改めるため、本条例の一部を改正するものであ

ります。

次に、議案第１７号男鹿市指定地域密着型介護予防サービス事業に関する条例の一

部を改正する条例についてであります。

本議案は、指定地域密着型介護予防サービス事業に関する省令の一部改正に伴い、

本事業の人員、設備及び運営等に関する基準を改めるため、本条例の一部を改正する

ものであります。

次に、議案第１８号男鹿市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する等

の条例についてであります。

本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育長の

給与、手当及び旅費に関する規定等を整備するため、関係条例の一部を改正し、及び

廃止するものであります。

次に、議案第１９号男鹿市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定

についてであります。

本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育長の

勤務時間その他の勤務条件を定めるため、本条例を制定するものであります。

次に、議案第２０号男鹿市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例の制定についてで

あります。

本議案は、いじめ防止対策推進法の施行に伴い、男鹿市いじめ問題対策連絡協議

会、男鹿市いじめ対策委員会及び男鹿市いじめ調査委員会の組織及び運営に関し必要

な事項を定めるため、本条例を制定するものであります。

次に、議案第２１号男鹿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関
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する条例の一部を改正する条例についてであります。

本議案は、男鹿市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例の制定に伴い、新たに設置

される協議会等の委員の報酬を定めるほか、心身障害児就学指導委員会の名称変更に

伴い、職名を改めるため、本条例の一部を改正するものであります。

次に、議案第２２号男鹿市男鹿北中学校屋外運動場照明施設使用条例を廃止する条

例についてであります。

本議案は、男鹿北中学校屋外運動場照明施設の使用を終了するため、本条例を廃止

するものであります。

次に、議案第２３号男鹿市営住宅条例の一部を改正する条例についてであります。

本議案は、姫ケ沢・泉台団地に建設中の公営住宅２戸について、設置及び駐車場使

用料を定めるため、本条例の一部を改正するものであります。

次に、議案第２４号男鹿市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についてであ

ります。

本議案は、道路法施行令の一部改正に伴い、道路占用料を改めるため、本条例の一

部を改正するものであります。

次に、議案第２５号新市建設計画の変更についてであります。

本議案は、新市建設計画において、計画期間を延長し、及び財政計画を変更するも

のであります。

次に、議案第２６号男鹿市過疎地域自立促進計画の変更についてであります。

本議案は、男鹿市過疎地域自立促進計画において、斎場の整備に関する計画を加え

るものであります。

次に、議案第２７号若美歴史学習交流館の指定管理者の指定についてであります。

本議案は、若美歴史学習交流館の指定管理者として、渡部町内会を指定するもので

あります。

次に、議案第２８号男鹿市勤労青少年ホームの指定管理者の指定についてでありま

す。

本議案は、男鹿市勤労青少年ホームの指定管理者として、株式会社東北ビルサービ

スセンターを指定するものであります。

次に、議案第２９号市道の廃止についてであります。
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本議案は、道路改良事業等に伴い、内子１９号線など４路線、延長９４９メートル

の市道を廃止するものであります。

次に、議案第３０号市道の認定についてであります。

本議案は、道路改良事業、県道振り替え等に伴い、内子１９号線、飯の森・角間崎

線など８路線、延長５千９１８メートルの市道を認定するものであります。

次に、議案第３１号平成２７年度男鹿市一般会計予算についてであります。

本予算は、男鹿市行政改革大綱に掲げる実施計画に基づき、歳出の徹底した削減や

財源の確保に取り組み、財政の健全性を確保することを基本方針として編成したもの

であります。

歳入においては、市税等の収入を的確に把握し、その確保に努めるとともに、歳出

においては、人口減少対策や観光・農林水産業をはじめとする産業の振興、生活バス

路線の確保など、市民生活に直結するものを中心に措置したほか、本市を取り巻く課

題への新たな行政施策の方向性を示す、次期男鹿市総合計画策定事業費、地域医療の

充実や福祉・介護サービスを確保するための各特別会計への繰出金などを措置したも

ので、歳入歳出予算の総額を１６３億９千１００万円とするものであります。

次に、議案第３２号平成２７年度男鹿市国民健康保険特別会計予算についてであり

ます。

本予算は、国保財政の健全化を図りながら、保険給付と保健事業を推進するため、

歳入では、国県支出金、前期高齢者交付金、一般会計繰入金、療養給付費交付金等を

措置し、不足分を保険税に求め、歳出では、保険給付費、後期高齢者支援金、介護納

付金、共同事業拠出金、保健事業費等を措置したもので、歳入歳出予算の総額を５３

億４６１万５千円とするものであります。

次に、議案第３３号平成２７年度男鹿市診療所特別会計予算についてであります。

本予算は、地域医療確保のため、歳入では診療収入等を措置し、歳出では医師の出

張診療委託料、医薬材料費等を措置したもので、歳入歳出予算の総額を２千７７６万

１千円とするものであります。

次に、議案第３４号平成２７年度男鹿市介護保険特別会計予算についてでありま

す。

本予算は、保険事業勘定においては、保険給付と介護予防等を推進するため、歳入
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では、保険料、国県支出金、支払基金交付金等を措置し、歳出では、総務費、保険給

付費、地域支援事業費、諸支出金等を措置したもので、歳入歳出予算の総額を４６億

９千２６８万９千円とするものであります。

また、介護サービス事業勘定においては、歳入では介護予防サービス計画費収入等

を措置し、歳出では保険事業勘定繰出金を措置したもので、歳入歳出予算の総額を１

千６７３万５千円とするものであります。

次に、議案第３５号平成２７年度男鹿市後期高齢者医療特別会計予算についてであ

ります。

本予算は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保険料の徴収等の事務を行う

ため、歳入では後期高齢者医療保険料、一般会計繰入金等を措置し、歳出では後期高

齢者医療広域連合納付金等を措置したもので、歳入歳出予算の総額を３億４千５４９

万４千円とするものであります。

次に、議案第３６号平成２７年度男鹿みなと市民病院事業会計予算についてであり

ます。

本予算は、病院事業に係る診療収入及び経常的な維持管理費並びに資本関係費とし

て、医療機械器具の更新及び企業債の償還に要する費用などを措置したもので、収益

的収支では、収入で２７億６千９２５万３千円、支出で２６億３千４７０万７千円を

見込んだものであります。

また、資本的収支では、収入で４億５千５４４万２千円、支出で６億５千３１８万

４千円を見込んだものであります。

次に、議案第３７号平成２７年度男鹿市上水道事業会計予算についてであります。

本予算は、上水道事業に係る経常的な維持管理費及び資本関係費として、老朽管更

新事業の配水管布設替工事費などを措置したもので、収益的収支では、収入で６億９

千７９１万２千円、支出で６億８千７６９万１千円を見込んだものであります。

また、資本的収支では、収入で５千１９３万６千円、支出で３億５千４８万６千円

を見込んだものであります。

次に、議案第３８号平成２７年度男鹿市ガス事業会計予算についてであります。

本予算は、ガス事業に係る経常的な維持管理費及び資本関係費として経年管布設替

工事費などを措置したもので、収益的収支では、収入で６億８千７０万４千円、支出
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で６億４千５３万９千円を見込んだものであります。

また、資本的収支では、収入で３千２３０万円、支出で２億１千９６５万３千円を

見込んだものであります。

次に、議案第３９号平成２７年度男鹿市下水道事業会計予算についてであります。

本予算は、下水道事業に係る経常的な維持管理費及び資本関係費として公共下水道

建設費などを措置したもので、収益的収支では、収入で８億４千２４５万６千円、支

出で８億４千８９２万円を見込んだものであります。

また、資本的収支では、収入で９億３千７４８万６千円、支出で１２億５千４８万

６千円を見込んだものであります。

次に、議案第４０号平成２７年度男鹿市農業集落排水事業会計予算についてであり

ます。

本予算は、農業集落排水事業に係る経常的な維持管理費及び資本関係費として農業

集落排水施設建設費などを措置したもので、収益的収支では、収入で１億１８２万５

千円、支出で９千７７４万３千円を見込んだものであります。

また、資本的収支では、収入で５８４万円、支出で３千４１９万８千円を見込んだ

ものであります。

次に、議案第４１号平成２７年度男鹿市漁業集落排水事業会計予算についてであり

ます。

本予算は、漁業集落排水事業に係る経常的な維持管理費及び資本関係費として漁業

集落排水施設建設費などを措置したもので、収益的収支では、収入で１億２２０万３

千円、支出で１億円を見込んだものであります。

また、資本的収支では、収入で８５万円、支出で２千２１２万２千円を見込んだも

のであります。

以上、提出議案の概要についてご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、

ご可決賜りますようお願い申し上げます。

○議長（三浦利通君） 次に、教育委員会の教育目標について説明を求めます。目黒教

育委員長

【教育委員長 目黒惠子君 登壇】

○教育委員長（目黒惠子君） 皆様、おはようございます。
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本日、平成２７年３月定例会の開催にあたりまして、日ごろ、本市教育行政の推進

に深いご理解と多大なるご支援を賜っております市議会並びに市民の皆様に対し、深

甚なる敬意を表しますとともに、心より感謝申し上げます。

さて、平成２３年度にスタートした「男鹿市総合計画・後期基本計画」は、平成２

７年度が最終年度となります。

教育委員会では、これまで、人材の育成として、「教育環境の整備」、「地域間交流

の機会充実と国際交流の推進」、「生涯スポーツ活動の推進」、「生涯学習の推進」、

「芸術・文化・伝統の保護・継承」の５つを重点目標として掲げ、具現に向けた施策

を講じてまいりました。

集大成となる来年度は、５つの重点目標の総仕上げとして、一層充実した教育施策

の展開に努めてまいります。

それでは、平成２７年度学校教育の充実、生涯学習の推進、スポーツ振興等の教育

目標について申し上げます。

はじめに、学校教育についてであります。

本市の目指す子供像である「強くたくましい心と体に支えられ、知性と品性を兼ね

備えた、２１世紀を生きる子供」の育成を目指し、「確かな学力の育成」、「豊かな人

間性の育成」、「たくましい心と体の育成」、「教職員の指導力を高める研修の充実」

の４つを柱として、具現に向けた取り組みを推進してまいります。

第１点として、「確かな学力の育成」についてであります。

本市の児童生徒の学力は、国の全国学力・学習状況調査では、今年度も、小学校６

年生、中学校３年生ともに、国語、算数・数学のすべてで全国の平均を上回っており

ます。

また、全国のトップレベルである本県との比較においては、年度によるプラス・マ

イナスはあるものの、小学校、中学校ともに県平均との差は縮まる傾向にあります。

県が独自に実施している学習状況調査においても、理科が県平均を上回るなど、本

市の児童生徒の学力は向上傾向にあります。

これらの結果は、少人数学習やチーム・ティーチング、学校支援員や生活サポート

の配置などのほか、ＡＬＴを小学校へ配置するなど、個に応じたきめ細かな指導・支

援の成果であるものととらえております。
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今後も、大学や県内教育機関との連携を通して授業の質の向上を図るとともに、小

学校と中学校の教員の相互交流による授業の実施など、小・中連携による学習指導の

一層の充実に努めてまいります。

また、来年度は、新規事業として「英語コミュニケーション能力育成事業」を実施

いたします。本事業は、小・中学校が連携して英語教育を展開し、英語を道具として

使える児童生徒の育成を目指すものであり、中学校英語教員と小学校学級担任がチー

ム・ティーチングで外国語活動を指導するとともに、小学校低・中学年でも、英語に

触れる時間を設定するものです。来年度は、美里小学校と潟西中学校を先行導入校と

して指導方法の研究などを行い、その成果を踏まえて、平成２８年度以降、他中学校

区でも実施していく計画であります。

第２点として、「豊かな人間性の育成」についてであります。

学校と家庭、地域との連携による道徳教育の推進、地域に根ざしたふるさと教育の

充実により、児童生徒の「豊かな人間性の育成」に努めてまいります。

学校と地域との連携の強化を進めながら、豊かな体験活動を生かして児童生徒の道

徳性を育むとともに、より地域とのつながりのあるふるさと教育を展開していくこと

で、将来、地域社会のさまざまな問題に主体的に対応できる児童生徒の育成に努めて

まいります。

さらに、本市独自の取り組みである、なまはげハートプランによる地域人材の活用

や、ふるさと探訪事業、ジオパーク学習センターの活用を通じて、ふるさとの自然や

伝統文化を学ぶ機会の充実を図り、男鹿に根ざした特色ある教育を推進してまいりま

す。

第３点として、「たくましい心と体の育成」についてであります。

児童生徒が切瑳琢磨し、ともに高め合う学級、学校づくりに努めるとともに、教育

相談体制の充実などにより、いじめや不登校の未然防止、全校体制による早期発見、

即時対応に努め、望ましい人間関係の醸成や、自己実現を図る生徒指導の充実を目指

してまいります。

また、さまざまな機会をとらえて、困難にくじけない強い心や体の育成に努めると

ともに、専門家から水泳や陸上競技の指導を直接受けられる機会を設定するなど、運

動能力向上のための取り組みを進めてまいります。
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第４点として、「教職員の指導力を高める研修の充実」についてであります。

秋田大学、国際教養大学、秋田県立大学、県教育委員会との連携に加え、一昨年９

月に秋田大学男鹿なまはげ分校が開校したことにより、専門家による講演や出前授業

など、本市における教職員の研修の機会がこれまで以上に充実しております。

今後も、秋田大学男鹿なまはげ分校等との一層の連携を図りながら、教職員の指導

力を高める研修を計画的に実施し、研修の成果を、児童生徒の学力向上や国際理解の

深化などにつなげてまいります。

以上、４点申し上げましたが、本市では、児童生徒数の減少に伴い、年々学校規模

が小さくなっており、このような中で、学校が活力を維持しながら、地域社会におい

てその役割を果たしていくためには、地域の協力や支援が不可欠であります。子供た

ちの健全な成長を確保するため、学校と保護者、地域の方々が目的や課題を共有し、

協力して学校運営を進めていくために、平成２８年４月のコミュニティ・スクール導

入に向けた取り組みを推進してまいります。

次に、生涯学習の推進についてであります。

市民一人一人が生涯にわたり、健康で、心豊かに生きがいのある生活を送ることが

できるよう、「いつでも、どこでも、だれでも」学習することができる地域社会づく

りを目指し、「社会教育の推進」、「芸術文化の振興」、「文化財の保護・継承」の３つ

を柱とした取り組みを推進してまいります。

第１点として、「社会教育の推進」についてであります。

生きがいに満ちた活力ある「生涯学習社会」の実現に向け、安全で安心して利用で

きる社会教育施設の整備・充実に努めるとともに、各公民館などにおいて、ふるさと

資源を活用した学習機会を積極的に提供し、学びの成果を地域社会に生かす人材の育

成や環境づくりを進めてまいります。

また、少子化、核家族化が進む中、子供の豊かな人間性を育むため、家庭、地域、

学校が連携し、家庭教育支援体制の充実を図るとともに、子供の自己形成のためには

読書活動が極めて有効であることから、読み聞かせグループなど地域の教育力を生か

し、本に親しむ環境づくりに努めてまいります。

第２点として、「芸術文化の振興」についてであります。

市民に心の豊かさや潤いのある生活をもたらすものとして、芸術文化の果たす役割
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は極めて重要であります。

本市の芸術文化活動の拠点である男鹿市民文化会館において、優れた芸術文化の鑑

賞機会を積極的に提供するとともに、市芸術文化協会や市民団体との連携により、芸

文フェスティバルや市民文化祭等の市民参加による芸術文化活動の振興を図ってまい

ります。

また、各公民館において地域の芸術文化活動を推進するため、生涯学習奨励員等と

の連携により各種創作活動に努めるほか、発表機会の充実に取り組んでまいります。

第３点として、「文化財の保護・継承」についてであります。

国指定史跡の脇本城跡については、平成２５年度に作成した整備基本計画に基づい

た整備を進めるほか、城歩きなどのイベントを実施してまいります。

また、全国８地域による「来訪神行事」のユネスコ無形文化遺産登録を目指すとと

もに、「男鹿のナマハゲ」の保存及び振興を図ってまいります。

さらに、日本ジオパークに認定されて４年目となる「男鹿半島・大潟ジオパーク」

については、地質や自然・歴史等の遺産を活用した新たな魅力の創造や発信に努める

など、日本ジオパーク再認定審査に向けた取り組みを推進してまいります。

次に、スポーツ振興についてであります。

スポーツは、人生を豊かで充実したものとするとともに、健康で明るく活力に満ち

た社会の形成や心身の健全な発達に必要不可欠であります。

そのため、市民が生涯にわたってスポーツに親しむことを目指し、「生涯スポーツ

の充実」、「競技スポーツの充実」、「体育施設の効率的な活用」の３つを柱とした取

り組みを推進してまいります。

第１点として、「生涯スポーツの充実」についてであります。

市民が健康で豊かな生活を送ることができるよう、スポーツ推進委員や総合型地域

スポーツクラブと連携し、チャレンジデーやミニチャレンジデーの参加を促進するな

ど、市民だれもが気軽に参加し、運動習慣の定着につながる取り組みを推進してまい

ります。

第２点として、「競技スポーツの充実」についてであります。

６４回目となる「男鹿駅伝競走大会」や第５回を迎える「なまはげカップ中学生バ

スケットボール大会」等の充実・発展に努めるとともに、男鹿市体育協会、競技団体
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への支援やスポーツ少年団の育成などを通じて、競技力の向上に努めてまいります。

第３点として、「体育施設の効率的な活用」についてであります。

男鹿市総合体育館など、本市の体育施設については、平成２３年度から指定管理者

制度を導入し、効率的な施設の管理や利用の促進に努めております。今後も、市民に

親しまれる施設として、適切な整備とサービスの充実に努めてまいります。

また、大規模改修工事を実施したＢ＆Ｇ海洋センタープールについては、子供たち

の泳力向上や市民の健康増進を図る施設として活用してまいります。

さらに、人工芝に改修した男鹿総合運動公園球技場をはじめ市内スポーツ施設の情

報を広く発信し、スポーツ合宿等の誘致に努めてまいります。

終わりに、本年４月１日から地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律が施行となり、いわゆる新教育委員会制度が動き出します。

新制度では、教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地

域の民意を代表する首長との連携強化などを図ることになります。

いかなる制度も、それを十分に生かすことができるかどうかは、その運用にあたる

当事者の双肩にかかっております。未来を担う子供たちのため、地域住民の意思を的

確に反映しつつ、地方教育行政の充実、発展のため、引き続き尽力してまいります。

以上、平成２７年度の教育目標について申し上げましたが、議員の皆様におかれま

しては、よろしくご理解、ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（三浦利通君） 以上で、本日の議事は終了いたしました。

休会の件

○議長（三浦利通君） お諮りいたします。３月２日は議事の都合により休会いたした

いと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（三浦利通君） ご異議なしと認めます。よって３月２日は議事の都合により休

会とし、３月３日午前１０時より本会議を再開し、市政に対する一般質問を行うこと

にいたします。

本日は、これにて散会いたします。
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午前１１時１２分 散 会


